
協議第１２号 
 
   一部事務組合等の取扱いについて 
 
 一部事務組合等の取扱いについて承認を求める。 

 
  平成 21 年４月 28 日 提出 

 
熊本市・城南町合併協議会会長 幸 山 政 史 

 
 
一部事務組合等の取扱いについて 

 
 
  １ 宇城広域連合における城南町域にかかる事務の取扱いについて

は、合併の日から平成２６年３月３１日までの間、熊本市として加

入する。 
その間、処理する事務は、「ふるさと市町村圏計画に関すること」

「消防に関すること」「し尿処理に関すること」「ごみ処理に関する

こと」「火葬場に関すること」とする。 
 

 

 
平成  年  月  日    原案承認 ・ 修正承認 ・ 継続審議 

 



事業項目 枝番号 協　　議　　項　　目 部会名 提案 承認／継続 備考

1　一部事務組合等の取扱い

01 広域連合（宇城広域連合） 企画財政部会 第６回

広域連合（熊本県後期高齢者医療広域連合） 企画財政部会

一部事務組合 企画財政部会

事務の委託 企画財政部会

合併協議項目事業一覧　　（１２　一部事務組合等の取扱い）



熊本市・城南町合併協議会 

事務事業調査票 
作業部会名：  企画財政部会     

協議項目 1 一部事務組合等 小項目名 01 宇城広域連合 

協 議 内 容 
城南町が宇城広域連合に加入して処理を行っている事務については、熊本市は単独で事務処理

を行っており、その取り扱いをどのようにするか。 

合併協議会 
協議結果 

（調整方針） 

宇城広域連合における城南町域にかかる事務の取り扱いについては、合併の日から平成２６年３

月３１日までの間、熊本市として加入する。 

その間処理する事務は、「ふるさと市町村圏計画に関すること」「消防に関すること」「し尿処理

に関すること」「ごみ処理に関すること」「火葬場に関すること」とする。 

 

 

制  度  比  較 

 熊 本 市 城 南 町 

市

町

別

内

容 

 

宇城広域連合（平成２０年１０月６日加入） 

 構成市町 熊本市 宇土市 宇城市 城南町 美里町 

  

 

 市町村圏計画に関すること 

 介護保険法に基づく介護認定審査会に関すること 

 （平成２１年３月３１日まで） 

 

 消防に関すること 

 し尿処理に関すること 

 ごみ処理に関すること 

 火葬場に関すること 他 

  

 平成 20 年度予算   119,734 千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宇城広域連合 

 構成市町 宇土市 宇城市 城南町 美里町 熊本市

（平成２０年１０月６日加入） 

 

 市町村圏計画に関すること 

 介護保険法に基づく介護認定審査会に関すること 

 障害者自立支援法に基づく介護給付費の認定にかん

すること 

 消防に関すること 

 し尿処理に関すること 

 ごみ処理に関すること 

 火葬場に関すること 他 

  

 平成 19 年度決算    347,318 千円 

相
違
点
と
課
題 

宇城広域連合の構成市町との調整が必要であり、消防・ごみ処理・し尿処理・火葬場などの運営や負担金の処理など

法定協議会での十分な協議が必要である。 

 

 



 


